
（歳入）
　・地方消費税交付金（社会保障財源化分）歳入見込額 131,765 千円

（歳出）
　・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 1,963,154 千円

国・県支出金 町債 その他
地方消費税交付金
（社会保障財源化

分）
その他

46,635 509 0 0 5,991 40,135

335,057 236,427 0 0 12,811 85,819

48,809 0 0 120 6,324 42,365

218,860 84,430 0 0 17,460 116,970

594,527 390,708 0 2,120 26,198 175,501

1,243,888 712,074 0 2,240 68,784 460,790

152,466 81,703 0 0 9,191 61,572

290,506 1,890 0 126,627 21,040 140,949

176,963 21,463 0 100 20,184 135,216

619,935 105,056 0 126,727 50,415 337,737

24,226 75 0 0 3,137 21,014

52,257 0 0 0 6,787 45,470

22,848 2,506 0 0 2,642 17,700

99,331 2,581 0 0 12,566 84,184

1,963,154 819,711 0 128,967 131,765 882,711

※事務費及び人件費は、事業費から除外しています。

（単位：千円）

引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

　消費税率が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分（地方消費税交付金の17分の7に相当
する額）については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費にあてるものとされています。
　平成31年度北方町一般会計当初予算における社会保障施策経費への充当状況は以下のとおりです。

小　計

児童福祉事業

福祉医療事業

老人福祉事業

障がい者福祉事業

総合福祉事業
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事　業　名 経　費
特　定　財　源

社
会
保
険

保
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生

合　計

小　計

健康増進事業

疾病予防事業

母子保健事業

小　計

後期高齢者医療事業

介護保険事業

国民健康保険事業


